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隠岐の島町
①「
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
災
害 

　

義
援
金
」
の
受
付
に
つ
い
て
（
日

　

本
赤
十
字
社
）

②
と
し
ょ
か
ん
キ
ネ
マ
「
聖
（
さ
と

　

し
）
の
青
春
」
上
映
会

③
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金

　

の
ご
案
内

④
営
農
座
談
会
の
開
催
に
つ
い
て

⑤
社
会
教
育
関
係
各
種
委
員
の
募
集

⑥
要
介
護
認
定
者
の
所
得
税
及
び
地

　

方
税
の
控
除
に
つ
い
て

⑦
第
７
期
障
が
い
福
祉
計
画
（
案
）

　

に
関
す
る
意
見
の
募
集
に
つ
い
て

⑧
大
城
墓
地
区
画
利
用
者
募
集
に
つ

　

い
て

⑨
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
費
用

　

助
成
に
つ
い
て

⑩
小
中
学
校
ふ
る
さ
と
教
育
展
覧
会

⑪（
公
財
）
隠
岐
の
島
町
教
育
文
化
振

　

興
財
団
正
規
職
員
採
用
試
験
の
実
施

⑫
西
郷
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
の
お

　

知
ら
せ

⑬「
隠
岐
い
ぐ
り
凧
ま
つ
り
」
祝
い

　

凧
の
名
前
入
れ
の
募
集
に
つ
い
て

⑭
休
日
の
当
番
医
に
つ
い
て

⑮
岐
楽
市
の
開
催
に
つ
い
て

「
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

災
害
義
援
金
」
の
受
付
に
つ

い
て　
（
日
本
赤
十
字
社
）

①
　
日
本
赤
十
字
社
で
は
、
令
和
６
年
１

月
１
日
に
能
登
地
方
で
発
生
し
た
地
震

に
よ
り
被
災
さ
れ
た
方
々
を
支
援
す
る

た
め
、
義
援
金
の
受
付
を
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
義
援
金

は
、
被
災
地
県
に
設
置
さ
れ
る
義
援
金

配
分
委
員
会
を
通
じ
て
、
被
災
さ
れ
た

方
々
に
配
分
さ
れ
ま
す
。

●
義
援
金
名

　
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
災
害
義
援
金

　
令
和
６
年
１
月
16
日
現
在
の
配
分
先

　
石
川
県
、
富
山
県
、
新
潟
県
、
福
井
県

①
振
込
の
場
合

◆
受
付
期
間

　
令
和
６
年
12
月
27
日
（
金
）
ま
で

◆
受
付
口
座

　
銀
行
振
込

○
銀
行
名

　
山
陰
合
同
銀
行 

県
庁
支
店

○
口
座
番
号

と
し
ょ
か
ん
キ
ネ
マ「
聖（
さ

と
し
）
の
青
春
」
上
映
会

②
　
隠
岐
の
島
町
図
書
館
で
映
画
「
聖
の

青
春
」（
２
０
１
６
年
）
の
上
映
会
を

行
い
ま
す
。

　
羽
生
善
治
を
追
い
詰
め
た
棋
士
・
村

山
聖
（
さ
と
し
）。
難
病
を
患
い
な
が

ら
も
将
棋
界
最
高
峰
タ
イ
ト
ル
「
名
人
」

を
目
指
し
た
村
山
聖
の
壮
絶
な
生
涯
を

描
く
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。

　
迫
力
の
大
画
面
と
音
響
で
一
緒
に
楽

し
み
ま
し
ょ
う
。

　
事
前
申
込
・
料
金
は
い
り
ま
せ
ん
。

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時

　
２
月
24
日
（
土
）
14
時
〜
16
時
10
分

●
場
所

　
隠
岐
の
島
町
図
書
館
研
修
室

◆
共
催

　
隠
岐
の
島
町
図
書
館

　
隠
岐
の
島
町
中
央
公
民
館

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
隠
岐
の
島
町
図
書
館

　
電
話
２‐

２
３
４
１

　
（
普
）
２
０
５
３
４
８
３

○
口
座
名
義

　
日
本
赤
十
字
社
島
根
県
支
部

　
支
部
長 

丸
山
達
也

※

送
金
に
は
、
山
陰
合
同
銀
行
に
備
え

付
け
の
義
援
金
専
用
の
振
込
用
紙
を
ご

使
用
く
だ
さ
い
。

　
受
付
期
間
内
は
手
数
料
無
料
と
な
り

ま
す
。

※

振
込
用
紙
の「
義
援
金
名
」欄
に
、『
令

和
６
年
能
登
半
島
地
震
災
害
義
援
金
』

と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※

受
領
証
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
そ

の
旨
を『
備
考
』欄
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

②
窓
口
受
付
の
場
合

　
本
庁
（
保
健
福
祉
課
）、
各
支
所
・

出
張
所
、
社
会
福
祉
協
議
会
で
受
け
付

け
ま
す
。

◆
受
付
期
間

　
当
面
の
間
義
援
金
の
み
の
受
け
付
け

と
し
、
救
援
物
資
は
受
け
付
け
て
い
ま

せ
ん
。

※

窓
口
備
え
付
け
の
寄
付
申
込
書
を
ご

記
入
く
だ
さ
い
。

※
受
領
証
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
そ

の
旨
を『
備
考
』欄
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
日
本
赤
十
字
社
島
根
県
支
部 

総
務
課

　
電
話
０
８
５
２‐
２
１‐

４
２
３
７

　
隠
岐
の
島
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
電
話
２‐

０
６
８
５

　
役
場
保
健
福
祉
課　
地
域
福
祉
係

　
電
話
２‐

８
５
６
１



物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給

付
金
の
ご
案
内

③
　
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金（
１

世
帯
あ
た
り
７
万
円
）
は
、
住
民
税
均

等
割
非
課
税
世
帯
や
令
和
５
年
１
月
か

ら
12
月
の
間
に
家
計
急
変
の
あ
っ
た
世

帯
を
支
援
す
る
新
た
な
給
付
金
で
す
。

　
給
付
金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
手

続
き
が
必
要
で
す
。

　
令
和
５
年
度
（
令
和
４
年
分
）
の
課

税
状
況
に
基
づ
き
❶
の
支
給
対
象
と
思

わ
れ
る
世
帯
主
に
対
し
て
、【
支
給
要

件
確
認
書
】
を
❷
の
支
給
対
象
と
思
わ

れ
る
世
帯
主
に
対
し
て
、【
申
請
書
】

を
２
月
上
旬
か
ら
順
次
発
送
い
た
し
ま

す
。
回
答
期
限
ま
で
に
同
封
の
返
送
用

封
筒
に
て
、
ご
返
送
願
い
ま
す
。

❶
支
給
対
象
世
帯

　
「
住
民
税
非
課
税
世
帯
」

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
世
帯

○
世
帯
全
員
が
令
和
５
年
12
月
１
日
時

点
で
隠
岐
の
島
町
に
住
民
票
が
あ
る
。

○
世
帯
全
員
の
令
和
５
年
度
の
住
民
税

均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
。

※

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
か
ら

世
帯
全
員
が
扶
養
を
受
け
て
い
る
世
帯

は
給
付
対
象
外
で
す
。

❷
支
給
対
象
世
帯

　
「
住
民
税
非
課
税
世
帯
（
世
帯
の
中

に
令
和
５
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し

た
方
が
い
る
場
合
）」

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
世
帯

○
上
記
、
支
給
対
象
世
帯
❶
と
同
様
の

要
件
を
満
た
す
世
帯

●
確
認
書
及
び
申
請
書
回
答
期
限

　
令
和
６
年
３
月
25
日
（
月
）

※

回
答
期
限
ま
で
に
提
出
が
無
い
場
合

は
、
本
給
付
金
の
支
給
を
辞
退
し
た
と

み
な
し
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
次
の
支
給
対
象
世
帯
❸
は
、
役
場
保
健

福
祉
課
又
は
各
支
所
・
出
張
所
の
窓
口
で

申
請
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

❸
支
給
対
象
世
帯

「
家
計
急
変
世
帯
」

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
世
帯

○
予
期
せ
ず
家
計
が
急
変
し
、
令
和
５

年
１
月
か
ら
12
月
の
収
入
が
減
少
し
、

上
記
、
支
給
対
象
世
帯
❶
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

◆
留
意
事
項

※

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
か
ら

世
帯
全
員
が
扶
養
を
受
け
て
い
る
世
帯

及
び
上
記
❶
の
対
象
世
帯
は
給
付
対
象

外
で
す
。

※

住
民
税
非
課
税
相
当
と
は
、
世
帯
全

員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
収
見
込
額
が
市
町

村
民
税
均
等
割
非
課
税
水
準
以
下
に
な

る
世
帯
で
す
。

※

１
年
間
の
収
入
見
込
額
は
、
令
和
５

年
１
月
か
ら
令
和
５
年
12
月
ま
で
の
任

意
の
１
ヶ
月
の
収
入
を
12
倍
し
た
額
と

な
り
ま
す
。

●
申
請
書
提
出
期
限

　
令
和
６
年
３
月
25
日
（
月
）

●
給
付
金
の
額

　
対
象
と
な
る
１
世
帯
あ
た
り
、
７
万

円
を
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
方
法

　
指
定
の
口
座
に
振
込
予
定
で
す
。

　
支
払
通
知
書
は
送
付
い
た
し
ま
せ
ん

の
で
、
通
帳
の
記
帳
等
で
、
ご
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
配
偶
者
や
そ
の
他
親
族
か
ら
の
暴
力

な
ど
を
理
由
に
避
難
し
て
い
る
方
、

D
V
等
を
理
由
に
住
民
票
を
移
さ
ず
に

本
町
に
避
難
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
、
避
難
さ
れ
て
い
る
世
帯
の
状
況
が

本
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
る
場
合
、

避
難
者
本
人
に
本
給
付
金
を
支
給
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
。

●「
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差

押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
」
の
公
布
・

施
行
に
よ
り
、
同
法
に
規
定
す
る
「
物

価
高
騰
対
策
給
付
金
」
と
し
て
今
回
支

給
す
る
給
付
金
（
７
万
円
を
上
限
と
す

る
。）
に
つ
い
て
は
、
支
給
を
受
け
る

権
利
及
び
支
給
を
受
け
た
金
銭
そ
の
他

の
財
産
の
差
押
え
が
禁
止
さ
れ
る
と
と

も
に
、
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
経
過
措
置
に
よ
り
、
こ
の
法

律
の
施
行
前
に
支
給
を
受
け
た
物
価
高

騰
対
策
給
付
金
に
つ
い
て
も
差
押
え
が

禁
止
さ
れ
、
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
保
健
福
祉
課　
地
域
福
祉
係

　
電
話
２‐

８
５
６
１

扶養している親族の状況

単身又は扶養親族がいない場合

配偶者・扶養親族（1名）を
扶養している場合

配偶者・扶養親族（2名）を
扶養している場合

配偶者・扶養親族（3名）を
扶養している場合

配偶者・扶養親族（4名）を
扶養している場合

障がい者、未成年者、寡婦、
ひとり親の場合

非課税相当
収入限度額

930,000

1,378,000

1,683,999

2,099,999

2,499,999

2,043,999

非課税相当
所得限度額

380,000

828,000

1,108,000

1,388,000

1,668,000

1,350,000

●非課税相当収入限度額は、下表のとおりです

※この表は給与所得者を対象とした簡易的な計算表です。

（単位：円）

世帯の区分 確認書等
発送日

受付
開始日 申込期限

住民税
非課税世帯 2月初旬 2月初旬 令和 6年

３月 25 日

家計急変世帯 ー 2月初旬 令和 6年
３月 25 日

●支給スケジュール

※指定口座への振り込みは、確認書類等を受理
した 2週間後を目処に支給いたします。



営
農
座
談
会
の
開
催
に
つ
い
て

④
　
令
和
５
年
度
の
農
業
に
関
す
る
取
り

組
み
状
況
や
、
令
和
６
年
度
の
農
業
政

策
の
説
明
な
ど
を
行
う
営
農
座
談
会

を
、
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　
皆
さ
ま
、お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
内
容

①
米
穀
情
勢
や
農
業
政
策
に
関
す
る
こ
と

②
稲
作
・
畑
作
、
畜
産
、
地
産
地
消
、

　
農
地
に
つ
い
て
な
ど
、
農
業
全
般
に

　
関
す
る
こ
と

●
日
時
・
場
所

　
左
記
の
日
程
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
対
象

　
農
業
者
の
皆
様
や
、
こ
れ
か
ら
農
業

　
を
始
め
る
方
、
関
心
の
あ
る
方
。

●
そ
の
他

　
申
し
込
み
は
、不
要
で
す
。
詳
し
く
は
、

　
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
Ｊ
Ａ
し
ま
ね
隠
岐
地
区
本
部
経
済
課

　
電
話
２‐

１
１
３
３

　
役
場
農
林
水
産
課　
農
林
振
興
係

　
電
話
２‐

８
５
６
３

開
催
日

時
間

場
所

２
月
８
日
（
木
）

２
月
８
日
（
木
）

２
月
９
日
（
金
）

２
月
９
日
（
金
）

13
時
30
分
〜

９
時
30
分
〜

13
時
30
分
〜

９
時
30
分
〜

役
場
本
庁
町
民
ホ
ー
ル

中
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

都
万
支
所

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

※

ご
都
合
の
良
い
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
営
農
座
談
会
日
程
表

支給要件確認フローチャート

令和5年 12月 1日に
世帯員全員の住民票が
隠岐の島町にある

令和 5年 1月１日に
世帯員全員の住民票が
隠岐の島町にある

はい

住民票に登録されている
世帯全員が令和５年度
住民税が非課税

はい

世帯全員が住民税課
税者の扶養となって
いる

いいえ

住民税非課税世帯対象
となる可能性あり。
２月初旬に「確認書」
を送付する予定です

支給対象外
いいえ

令和５年１月１日に住
民票がある市町村で給
付金の対象世帯となる
可能性あり。
令和５年１月１日に
住民票がある市町村に
お問い合わせ下さい。

いいえ

令和５年１月から１２月
の間に予期せず家計が急
変した。

いいえ

はい
支給対象外

いいえ

はい

世帯全員が住民税
課税者の扶養と
なっている

はい

住民票に登録されて
いる世帯全員が令和
５年度住民税が非課
税

（問い合わせた結果）

いいえ

世帯全員が住民税課
税者の扶養となって
いる

いいえ

住民税非課税世帯対
象となる可能性あ
り。
2 月初旬に「申請書
（請求書）」を送付す
る予定です。

はい

家計急変世帯対象と
なる可能性あり。
※申請が必要

任意の１か月の世帯全
員それぞれの給与・事
業・不動産・年金収入
の合計を１２倍した額
が基準表の範囲内

いいえ

はい

はい

いいえ

対象でない場合

◆お問い合わせ先
　役場保健福祉課　地域福祉係
　電話２‐８５６１

はい



社
会
教
育
関
係
各
種
委
員
の

募
集

⑤
　
隠
岐
の
島
町
教
育
委
員
会
で
は
、
次

の
と
お
り
令
和
６
年
度
か
ら
の
社
会
教

育
関
係
各
種
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
社
会
教
育
行
政
の
推
進
に
向
け
、
多

数
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●
募
集
内
容

　
下
表
の
と
お
り 

●
任
期

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

　
令
和
８
年
３
月
31
日
（
２
年
間
）

●
委
員
報
酬

　
会
議
出
席
に
よ
り
、
１
回
３
，
１
０

０
円
の
報
酬
及
び
実
費
分
の
費
用
弁
償

を
支
給
し
ま
す
。

●
応
募
資
格

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
20
歳
以
上

で
、
各
委
員
の
応
募
条
件
を
満
た
す
方

②
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
議
員
及

び
職
員
で
な
い
こ
と

③
応
募
し
よ
う
と
す
る
委
員
の
任
期
の

初
日
に
お
い
て
、
本
町
の
他
の
審
議
会

等
の
委
員
の
職
に
な
い
方

●
応
募
方
法

①
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
で
下
記
ま
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　
応
募
用
紙
は
、
隠
岐
の
島
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、

下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
応
募
は
、
下
表
の
内
、
一
委
員
の
み

と
し
、
複
数
の
応
募
は
で
き
ま
せ
ん
。

③
提
出
さ
れ
た
応
募
用
紙
は
、
お
返
し

で
き
ま
せ
ん
。
応
募
の
際
提
出
さ
れ
た

個
人
情
報
は
、
各
委
員
選
考
に
関
わ
る

業
務
以
外
の
目
的
に
は
使
用
し
ま
せ

ん
。

●
募
集
期
間
（
期
限
）

　
令
和
６
年
１
月
25
日
（
木
）
〜

　
令
和
６
年
２
月
16
日
（
金
）※

必
着

●
選
考
方
法

　
選
考
委
員
会
で
選
考
し
、
結
果
は
、

応
募
者
全
員
に
２
月
末
日
頃
ま
で
に
通

知
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
選
考
委
員
会
は
非
公
開
と
し

ま
す
。

　
ま
た
、
個
別
に
具
体
的
な
選
考
内
容

を
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
〒
６
８
５‐

８
５
８
５

　
隠
岐
の
島
町
下
西
78
番
地
２　
　

　
隠
岐
の
島
町
教
育
委
員
会

　
社
会
教
育
課

　
電　
話
２‐

２
１
２
６

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
２‐

０
６
１
９

　
E
メ
ー
ル

　

kyouiku-syakyou@
tow
n.okin

　

oshim
a.shim

ane.jp

委員名 公募
人数 応募条件 内容

社会教育委員

文化財保護審議会委員

スポーツ推進審議会委員

町立屋内温水プール管理
運営委員会委員

町立図書館運営委員会委員

町立総合体育館管理運営
委員会委員

公民館運営審議会委員
（隠岐島文化会館運営審議会）
（町立五箇生涯学習センター
運営審議会）

２名

２名

２名

２名

２名

２名

２名

社会教育の推進に関心のある方

文化財の保存・活用に関心の
ある方

スポーツの推進に関心のある方

屋内温水プールの管理運営に
関心のある方

図書館の管理運営及び読書活
動に関心のある方

総合体育館の管理運営に関心の
ある方

公民館活動及び隠岐島文化会館
並びに五箇生涯学習センターの
管理運営に関心のある方

年 2 回程度会議に出席いただき、社会教育
に関する研究調査・諸計画の立案等を行う
とともに、教育委員会の諮問に応じて、意
見等を述べていただきます。

年 2 回程度会議に出席いただき、教育委員
会の諮問に応じて、文化財の保存活用に関
する意見等を述べていただきます。

年 2 回程度会議に出席いただき、スポーツ
の推進に関して意見等を述べていただきま
す。

年 2 回程度会議に出席いただき、屋内温水
プールの運営を適正かつ円滑に行うため、
管理運営について意見等を述べていただき
ます。
年 2 回程度会議に出席いただき、町立図書
館の運営を適正かつ円滑に行うため、管理
運営について意見等を述べていただきま
す。
年 2 回程度会議に出席いただき、総合体育
館の運営を適正かつ円滑に行うため、管理
運営について意見等を述べていただきま
す。

年 2 回程度会議に出席いただき、公民館等
の運営を適正かつ円滑に行うため、管理運
営について意見等を述べていただきます。



隠岐の島町
お知らせ便
３７７号
令和６年

１月２５日発行

別　冊

第
７
期
障
が
い
福
祉
計
画

（
案
）
に
関
す
る
意
見
の
募

集
に
つ
い
て

⑦
　
町
で
は
障
害
者
総
合
支
援
法
及
び
児

童
福
祉
法
に
基
づ
き
、
障
が
い
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
体
制
の
整
備
を
計

画
的
に
進
め
る
た
め
、
第
７
期
障
が
い

福
祉
計
画
及
び
第
３
期
障
が
い
児
福
祉

計
画
を
策
定
し
ま
す
。

　
こ
の
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
、
地
域

住
民
の
皆
様
の
ご
意
見
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

●
意
見
の
募
集
期
間

　
１
月
16
日
（
火
）
か
ら

　
２
月
14
日
（
水
）
ま
で

●
計
画
（
案
）
の
閲
覧
方
法

　
期
間
中
、
役
場
保
健
福
祉
課
、
各
支

所
、
中
出
張
所
及
び
隠
岐
の
島
町
図
書

館
窓
口
、
役
場
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

●
意
見
の
提
出
方
法

　
ご
意
見
は
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・

電
話
番
号
を
ご
記
入
の
上
、
文
書
（
様

式
自
由
）
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

①
持
参

　
役
場
保
健
福
祉
課
、
各
支
所
、
中
出

張
所
の
窓
口
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

②
郵
送

　
〒
６
８
５‐
８
５
８
５

　
隠
岐
の
島
町
下
西
78
番
地
２

　
隠
岐
の
島
町
役
場
保
健
福
祉
課　
宛

　
（
２
月
14
日
到
着
分
ま
で
）

③
Ｆ
Ａ
Ｘ　
２‐

６
６
３
０

④
E
メ
ー
ル

   hokenfukushi@
tow
n.okinos

　

him
a.shim

ane.jp

（
件
名
に
「
障
が
い
福
祉
計
画
」
と
記

入
し
て
く
だ
さ
い
）

●
注
意
事
項

・
意
見
書
に
氏
名
、
住
所
が
記
入
さ
れ

て
い
な
い
場
合
は
、
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
。

・
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
個
人
情
報

を
除
き
、
全
て
公
表
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

・
電
話
に
よ
る
ご
意
見
の
受
け
付
け
や

ご
意
見
に
対
す
る
個
別
の
回
答
は
し
ま

せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　
ご
意
見
に
対
す
る
本
町
の
考
え
方
に

つ
い
て
は
、
後
日
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

等
で
公
表
す
る
予
定
で
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
保
健
福
祉
課　
地
域
福
祉
係

　
電
話
２‐

８
５
６
１

要
介
護
認
定
者
の
所
得
税
及

び
地
方
税
の
控
除
に
つ
い
て

⑥
　
介
護
保
険
で
、
要
介
護
状
態
と
認
定

さ
れ
た
方
の
う
ち
、
そ
の
状
態
に
よ
っ

て
は
、
所
得
税
法
及
び
地
方
税
法
上
の

障
害
者
控
除
ま
た
は
、
特
別
障
害
者
控

除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、「
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
が
必
要
で
す

の
で
、
印
鑑
を
お
持
ち
の
上
、
下
記
の

窓
口
で
申
請
手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。

　
代
理
申
請
も
可
能
で
す
。

●
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
と
は

　
所
得
税
や
町
県
民
税
の
申
告
を
す
る

際
に
、
本
人
ま
た
は
、
そ
の
扶
養
者
が
、

障
害
者
控
除
ま
た
は
、
特
別
障
害
者
控

除
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
書
類
で

す
。

●
対
象
者

①
令
和
５
年
12
月
31
日
現
在
で
要
介
護

状
態
（
要
介
護
１
〜
５
）
と
認
定
さ
れ

て
い
る
方
で
、
認
知
症
ま
た
は
、
常
に

就
床
し
、
複
雑
な
介
護
を
要
す
る
方
。

②
令
和
５
年
中
に
亡
く
な
ら
れ
、
要
介

護
状
態
（
要
介
護
１
〜
５
）
と
認
定
さ

れ
て
い
た
方
で
、
認
知
症
ま
た
は
、
常

に
就
床
し
、
複
雑
な
介
護
を
要
し
て
い

た
方
。

※

「
す
で
に
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
で

控
除
を
受
け
て
い
る
方
」
及
び
、「
本

人
ま
た
は
扶
養
者
が
、
非
課
税
で
申
告

を
す
る
必
要
の
な
い
方
」
は
、
申
請
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
保
健
福
祉
課　
高
齢
者
福
祉
係

　
電
話
２‐

４
５
０
０

　
布
施
支
所　
地
域
振
興
係

　
電
話
７‐
４
３
１
１

　
五
箇
支
所　
地
域
振
興
係

　
電
話
５‐
２
２
１
１

　
都
万
支
所　
地
域
振
興
係

　
電
話
６‐

２
３
１
１



小
中
学
校
ふ
る
さ
と
教
育
展

覧
会

⑩
　
隠
岐
の
島
町
内
の
小
中
学
校
（
小
学

校
７
校
・
中
学
校
４
校
）
で
は
、「
ふ

る
さ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
心
豊
か
で
た

く
ま
し
い
子
ど
も
を
育
む
」
こ
と
を
目

的
と
し
、
ふ
る
さ
と
教
育
を
お
こ
な
っ

て
き
ま
し
た
。

　
各
学
校
の
子
ど
も
た
ち
と
地
域
の
取

組
に
つ
い
て
、
展
覧
会
を
開
催
し
ま
す

の
で
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で

く
だ
さ
い
。

●
場
所
お
よ
び
開
催
期
間

①
サ
ン
テ
ラ
ス
２
階

　
２
月
３
日
（
土
）
〜
２
月
９
日
（
金
）

　
10
時
〜
17
時

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
隠
岐
の
島
町
教
育
委
員
会

　
社
会
教
育
課

　
電
話
２‐

２
１
２
６

大
城
墓
地
区
画
利
用
者
募
集

に
つ
い
て

⑧
　
隠
岐
の
島
町
と
大
城
墓
地
環
境
整
備

協
議
会
で
は
、
昨
年
に
行
っ
た
１
次
募

集
に
引
き
続
き
空
き
区
画
と
な
っ
て
い

る
墓
地
区
画
の
新
規
利
用
者
の
２
次
募

集
を
行
い
ま
す
。

●
応
募
資
格

　
利
用
区
画
の
清
掃
・
整
備
等
維
持
管

理
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
可
能
な
方

●
応
募
期
間

　
２
月
１
日
（
木
）
か
ら

　
３
月
29
日
（
金
）
ま
で

●
利
用
開
始
予
定
日

　
令
和
６
年
５
月
頃
（
予
定
）

●
利
用
料
金

　
無
料

※

墓
地
の
新
規
建
立
費
用
や
移
設
費
用

等
は
ご
利
用
者
様
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

●
備
考

　
１
次
募
集
で
は
新
規
墳
墓
の
建
立
を

検
討
し
て
い
る
方
の
み
を
対
象
に
募
集

を
行
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
募
集
で
は

墳
墓
の
移
転
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
等

を
含
め
全
て
の
方
を
募
集
の
対
象
と
致

し
ま
す
。

　
利
用
開
始
日
か
ら
３
年
以
内
を
墳
墓

建
立
期
間
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
希
望
区
画
が
重
な
る
場
合
は
抽

選
で
利
用
者
の
決
定
を
行
い
ま
す
。

　
抽
選
日
に
つ
き
ま
し
て
は
、
施
設
管
理

課
よ
り
後
日
郵
送
で
ご
案
内
致
し
ま
す
。

　
申
請
書
の
受
け
取
り
に
つ
い
て
は
隠

岐
の
島
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
し
く
は
施
設
管
理
課
窓
口
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
施
設
管
理
課　
施
設
管
理
係

　
電
話
２‐

８
５
７
３

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

費
用
助
成
に
つ
い
て

⑨
　
現
在
、
本
町
で
は
、
高
齢
者
肺
炎
球

菌
の
予
防
を
目
的
に
定
期
予
防
接
種
の

費
用
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
令
和

６
年
度
か
ら
定
期
接
種
の
対
象
者
が
変

更
に
な
る
こ
と
に
伴
い
、
費
用
助
成
の

対
象
者
も
変
更
と
な
り
ま
す
。

　
変
更
点
は
表
の
通
り
で
す
。

　
令
和
５
年
度
の
対
象
者
の
方
で
、
接

種
を
希
望
す
る
方
は
令
和
６
年
３
月
31

日
ま
で
に
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
費
用
助
成
の
申
請
受
付
は
令
和

６
年
４
月
５
日
ま
で
で
す
。

　
ご
不
明
な
点
は
、
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
保
健
福
祉
課　
健
康
係

　
電
話
２‐

８
５
６
２

高齢者肺炎球菌定期予防接種対象者・費用助成対象者

令和５年度まで

令和６年度以降

隠岐の島町に住所を有し、
①令和５年度内に 65・70・75・80・85・90・95・100 歳となる方
②60歳以上 64歳未満で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能に障害を有する方
※ただし、過去に肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）の接種を受けた事
のある方は対象外です。

隠岐の島町に住所を有し、
①65歳の方
②60歳以上 64歳未満で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能に障害を有する方
※ただし、過去に肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）の接種を受けた事
のある方は対象外です。



（
公
財
）
隠
岐
の
島
町
教
育

文
化
振
興
財
団
正
規
職
員
採

用
試
験
の
実
施

⑪
　
（
公
財
）
隠
岐
の
島
町
教
育
文
化
振

興
財
団
で
は
、
次
の
と
お
り
正
規
職
員

を
募
集
し
ま
す
。

●
内
容

　
隠
岐
の
島
町
総
合
体
育
館

　
事
業
企
画
・
施
設
管
理
運
営
等
１
名

●
受
験
資
格

　
次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
が
受
験
で

き
ま
す
。

○
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
を
有

し
、
ス
ポ
ー
ツ
事
業
の
企
画
・
運
営
に

意
欲
の
あ
る
方

○
普
通
運
転
免
許
を
有
す
る
、
ま
た
は

採
用
時
取
得
見
込
み
の
方
（
Ａ
Ｔ
限
定

も
可
）

○
年
齢
、
性
別
は
不
問

○
パ
ソ
コ
ン
（
ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
）

の
操
作
が
で
き
る
方

※

ス
ポ
ー
ツ
経
験
者
優
遇

●
賃
金

　
１
５
０
，
１
０
０
円
〜

●
申
込
締
切

　
２
月
16
日
（
金
）
17
時
ま
で

※

郵
送
の
場
合
は
、
当
日
消
印
有
効

●
試
験
日

　
２
月
24
日
（
土
）

※

時
間
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。

●
試
験
内
容

　
小
論
文
、
面
接
試
験

●
試
験
会
場

　
隠
岐
島
文
化
会
館

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　
（
公
財
）
隠
岐
の
島
町
教
育
文
化
振

興
財
団

　
電
話
２‐

０
２
３
７

西
郷
税
務
署
か
ら
確
定
申
告

の
お
知
ら
せ

⑫
【
申
告
会
場
に
行
か
ず
に
確
定
申
告
】

●
確
定
申
告
は
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
ど
こ

で
も
で
き
る
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
申
告

が
便
利
で
す
。

【
２
月
16
日
か
ら
西
郷
税
務
署
に
確
定

申
告
会
場
を
開
設
し
ま
す
】

●
確
定
申
告
会
場
へ
の
入
場
に
は
「
入

場
整
理
券
」
が
必
要
で
す
。

　
入
場
整
理
券
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
通
じ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
が
大
変
便
利
で

す
（
申
込
は
来
場
希
望
日
の
10
日
前
か

ら
可
能
で
す
）。

※

税
務
署
で
は
、
当
日
分
の
み
配
付
し

ま
す
が
、
配
付
状
況
に
応
じ
て
、
後
日

の
来
場
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

●
確
定
申
告
会
場
へ
来
場
の
際
に
お
持

ち
い
た
だ
く
も
の

　
次
回
以
降
の
確
定
申
告
を
ス
ム
ー
ズ

に
行
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
ご
自
身
の

ス
マ
ホ
を
利
用
し
た
申
告
を
ご
案
内
し

て
い
ま
す
。

　
来
場
の
際
は
次
の
書
類
等
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

①
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
（
送
付
を
受

け
た
方
の
み
）

②
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
申
告
書
作
成
に

必
要
な
書
類

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
設
定
パ
ス
ワ
ー
ド
も
必
要
で
す
）

・
利
用
者
証
明
用
（
数
字
４
桁
）

・
署
名
用
（
英
数
字
６
〜
16
文
字
）

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
西
郷
税
務
署　
調
査
部
門

　
電
話
２‐

０
３
７
８

スマホ専用画面は
こちらから↓

～オンライン事前発行の流れ～
（LINE アプリ）
○国税庁を「友だち」追加（下記QRコード）
　　　　　　　↓
（トークメニュー）
○「相談を申し込む」を選択
　　　　　　　↓
○税務署・希望日時等を選択
　　　　　　　↓
　　　　　   申込完了
（申込完了画面を会場で提示してください）



「
隠
岐
い
ぐ
り
凧
ま
つ
り
」

祝
い
凧
の
名
前
入
れ
の
募
集

に
つ
い
て

⑬
　
令
和
６
年
４
月
14
日
（
日
）
に
開
催

予
定
の
第
32
回
隠
岐
い
ぐ
り
凧
ま
つ
り

で
揚
が
る
祝
い
凧
へ
の
名
前
入
れ
を
募

集
し
ま
す
。

●
対
象
者

　
令
和
５
年
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
に

生
ま
れ
た
お
子
様

●
申
込
み
方
法

①
窓
口
で
の
申
込
み

　
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
、
役
場
各

支
所
、
中
出
張
所
の
窓
口
に
「
必
要
事

項
」
を
記
載
し
た
申
込
書
を
提
出
く
だ

さ
い
。

※

申
込
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
各
窓

口
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

②
メ
ー
ル
で
の
申
込
み

　
社
会
教
育
課
の
ア
ド
レ
ス
宛
に
、
次

の
内
容
で
メ
ー
ル
を
お
送
り
く
だ
さ
い
。

　
本
文
に「
必
要
事
項
」を
、件
名
に「
い

ぐ
り
凧
ま
つ
り
名
前
入
れ
申
込
」
と
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

※

社
会
教
育
課
か
ら
必
ず
受
領
確
認

メ
ー
ル
を
送
信
し
ま
す
。
申
込
後
１
週

間
以
内
に
確
認
メ
ー
ル
が
届
か
な
い
場

合
は
、
お
手
数
で
す
が
、
社
会
教
育
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

③
F
A
X
で
の
申
込
み

　
教
育
委
員
会
宛
に
、「
い
ぐ
り
凧
ま

つ
り
名
前
入
れ
申
込
」
と
明
記
し
て
、

「
必
要
事
項
」
を
記
載
し
て
お
送
り
く

だ
さ
い
。

※

F
A
X
送
信
後
、
社
会
教
育
課
ま
で

お
電
話
く
だ
さ
い

●
必
要
事
項

①
お
子
様
の
名
前
（
フ
リ
ガ
ナ
）

②
申
込
者
の
名
前
、
住
所
、
電
話
番
号

※

ご
記
入
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
、

い
ぐ
り
凧
ま
つ
り
運
営
者
の
「
隠
岐
い

ぐ
り
凧
保
存
会
」
に
提
供
し
、
祝
い
凧

へ
の
名
前
入
れ
に
関
す
る
手
続
き
（
ま

つ
り
の
案
内
、
お
礼
状
送
付
）
に
の
み

使
用
さ
れ
ま
す
。

　
案
内
等
の
送
付
が
必
要
な
い
場
合

は
、
住
所
を
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

●
申
込
締
切

　
３
月
25
日
（
月
）

◆
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
隠
岐
の
島
町
教
育
委
員
会

　
社
会
教
育
課

　
E
メ
ー
ル

　

kyouiku-syakyou@
tow
n.okin

　

oshim
a.shim

ane.jp

　
F
A
X
２‐

０
６
１
９

　
電　
話
２‐

２
１
２
６

※

電
話
で
の
申
込
み
は
受
け
付
け
ま
せ
ん

岐
楽
市
の
開
催
に
つ
い
て

⑮
　
隠
岐
養
護
学
校
で
は
、
地
域
の
皆
さ

ま
に
本
校
の
教
育
活
動
を
ご
理
解
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
生
徒
と
皆
さ
ま
の
交

流
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
作
業

製
品
販
売
会「
岐
楽
市
」を
開
催
し
ま
す
。

　
高
等
部
の
生
徒
が
、
日
頃
の
作
業
学

習
活
動
で
生
産
し
た
製
品
を
販
売
し
ま

す
の
で
、
是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時

　
２
月
23
日
（
金
）

　
10
時
か
ら
12
時
ま
で

●
場
所

　
サ
ン
テ
ラ
ス
２
階
多
目
的
ホ
ー
ル

●
内
容

①
作
業
製
品
販
売

　
陶
器
（
皿
、コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
な
ど
）、

さ
を
り
織
り
製
品
（
か
ば
ん
、
敷
物
な

ど
）
紙
す
き
製
品
、
パ
ウ
ン
ド
ケ
ー
キ

②
フ
ー
ド
コ
ー
ト

　
飲
み
物

③
展
示

　
学
校
紹
介
、
全
校
生
徒
の
書
道
や
美

術
作
品
な
ど

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　
島
根
県
立
隠
岐
養
護
学
校

　
電
話
２‐

３
５
９
３

休
日
の
当
番
医
に
つ
い
て

⑭
　
２
月
の
日
曜
・
休
日
の
当
番
医
院
は

左
記
の
と
お
り
で
す
。（
予
定
）

※

当
番
表
に
つ
い
て
は
隠
岐
広
域
連
合
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

（http://w
w
w
.okikouiki.jp/

）

※

在
宅
当
番
医
制
度
は
、
当
番
医
院
を

決
め
て
、
休
日
に
救
急
患
者
の
対
応
を

す
る
も
の
で
、
隠
岐
の
島
町
で
は
３
つ

の
医
院
が
救
急
対
応
を
し
て
い
ま
す
。

　
休
日
の
救
急
受
診
が
必
要
な
と
き

は
、
当
番
医
院
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

※
受
付
時
間
は
７
時
か
ら
19
時
ま
で
で

す
。

※
受
診
の
際
は
、
事
前
に
当
番
医
院
に

連
絡
し
て
か
ら
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　
隠
岐
広
域
連
合　
総
務
課

　
電
話
６‐

９
１
５
０

4
日
（
日
）

11
日
（
日
）

12
日
（
月
）

18
日
（
日
）

２‐

0
0
4
9

２‐

6
2
8
0

半
田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

２‐

6
2
8
0

２‐

2
5
7
2

23
日
（
金
）

25
日
（
日
）

２‐

2
5
7
2

高
梨
医
院

半
田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

宇
野
内
科
医
院

当
番
日

連
絡
先

当
番
医
院

宇
野
内
科
医
院

２‐

6
2
8
0

半
田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク


